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市役所からのお知らせ

　　　

阿蘇市では「公の施設」について、民間の能力やノウハウを幅広く活用し、サービスの向上や経
費の節減等を図ることを目的として指定管理者制度を導入しています。

　令和 3 年４月１日からの指定管理者を募集しますので、以下をご参照のうえ応募してください。

令和 3 年４月からの指定管理者を募集します
問政策防災課 政策推進係　 ☎ 22-3232

●申込資格　
　応募要件を満たす法人又はその他の団体
　（個人での応募はできません）
※�応募資格詳細は、まちづくり課で配布する
募集要項をご確認ください。

※�募集要項及び申請様式は、阿蘇市ホーム
ページにも掲載しています。

●募集要項配布・申込受付期間
　�10月1日㈭～11月30日㈪�（土・日・祝日除く）

●選定
　応募者の中から総合的に審査し、施設の効
用を最大限に発揮できる団体等を指定管理者
（候補者）として選定します。その後議会の議
決を経て正式に決定します。
●申込方法
　申込受付期間中に募集要項に定める書類を
施設の所管課に提出してください。

公の施設の名称等 指定期間 問い合わせ先

　阿蘇市はな阿蘇美 ５年間
R3.4.1～R8.3.31

まちづくり課
☎ 22-3318

●指定管理者の募集施設

問政策防災課 政策推進係　 ☎ 22-3232

回答はお済みですか？

市役所からのお知らせ

国勢調査は、令和２年 10 月 1 日現在、日本に住んでいる全ての人および世帯が対象です。
10 月７日㈬までにインターネットでの回答をお願いします。調査票での回答もできます。

調査書類が届いていない場合は政策防災課までご連絡ください。
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各種保険料・税の減免のご案内

国民健康保険税について　　　　問税務課 市民税係　☎ 22-3148
介護保険料について　　　　　　問ほけん課 介護保険係　☎ 22-3145
後期高齢者医療保険料について　問ほけん課 高齢者医療係　☎ 22-3145

新型コロナウイルスにより収入の減少が見込まれる人へ

す。対象となる人は以下の①または②のいずれか
に該当する人です。減免となる額や申請手続き、
その他詳細については広報あそ７月号をご覧にな
るかそれぞれの窓口までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入
の減少が見込まれるなどの場合は、国民健

康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料が
申請により減額または免除となる場合がありま

①�新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者（国民健康保険では世帯主）が死亡し、また
は重篤な傷病を負った世帯に属する被保険者

②�新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者（国民健康保険では世帯主）の収入減
少が見込まれる世帯の人で、次の⑴～⑶の全てに該当する被保険者

　⑴�事業収入等（事業・不動産・山林・給与）のいずれかが令和元年中に比べて３割以上減少する
見込みであること。

　⑵令和元年中の所得の合計額が、1,000 万円以下であること
　　（国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の場合のみ）

　⑶収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年中の所得の合計額が、400万円以下であること。

お問い合わせ

広
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広報あそ広告募集！
広告掲載号 掲載料 サイズ 色 その他

令和 2 年 11 月号
～令和 3 年 4 月号

（ 最大６カ月分まで
まとめて申請可）

１枠あたり
10,000 円

/ 月

縦 5cm×
横 17.5cm

黒・シアンの
２色

（Web 版は
フルカラー）

枠数は 8 枠／月。
掲載は申込受付先着順。
画像データ（Jpeg）または Ai ファイルでの入稿。
申込・データ入稿は発行前月の１０日まで。

令和２年 11 月号からの広告を受け付けています。
詳しくは政策防災課秘書広報係 ☎22-3232まで。


